
北清掃工場廃乾電池処理業務委託 仕様書 

 

１ 業務内容  

相模原市（以下「発注者」という。）が収集し保管する廃乾電池を、受注者は、次に示

す発注者の施設において積込み、受注者の処理施設まで運搬し、適正な処理により、有

用な資源の回収、リサイクルを行うものとする。 

 

２ 履行場所 

神奈川県相模原市緑区下九沢２０７４－２ほか 

（北清掃工場及び受注者の処理施設） 

 

３ 履行期間 

  令和７年６月２日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 運搬容器及び引取要領 

運搬容器はドラム缶とする。受注者は、使用後のドラム缶について受注者の負担で処

分するとともに、使用後のドラム缶と同数の空ドラム缶を発注者の指定場所（北清掃工

場内）に納品する。ドラム缶の積込作業は受注者が行うものとするが、積込用の重機（フ

ォークリフト）は発注者が貸与する。なお、フォークリフトを操作する者は有資格者と

する。 

 

５ 処理方法 

受注者は、廃乾電池を引き取り後、安全かつ適正な処理により、有用な資源の回収、

リサイクルを行う。 

 

６ 予定数量 

（１） 予定数量は、３２，０００キログラムとする。 

（１回当たりドラム缶３０本（３回目のみ２４本）、計３回の８４缶を予定する。） 

（２）予定数量は、契約期間を通しての予定のため、実際の発注数量との間に差異が生じ

ることがある。 

 

７ 支払方法 

  受注者は、業務完了後、その都度請求書を提出し、発注者はその請求書を正当と認め

たときは、受理した日から３０日以内に相模原市指定金融機関において支払うものとす

る。 

 

８ 計量 

  発注者が委託する廃乾電池の重量は、受注者が適正な計量器を用いて計量した重量と

する。 

 

９ 環境配慮について 

（１）受注者は、「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において、省資源・省



エネルギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに環境関連法令の規制等

を遵守すること。 

（２）受注者は、発注者への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用

すること。 

（３）受注者は、業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹

底し、他者に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知

するよう努めること。 

（４）受注者は、業務の実施において、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃

棄物の処理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、条例、相模原市一般

廃棄物処理実施計画など、関連法令等を遵守し、適正に処理すること。 

 
以 上  


